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平成 29年度保育料の負担軽減について 

１ 国が定める保育料の上限額基準の変更について（要旨） 

（１）市町村民税非課税世帯の第 2子無償化  

（２）年収約 360万円未満相当世帯のひとり親世帯等の保護者負担軽減措置の拡大 

（３）国が定める保育料の上限額基準の変更に係る費用負担については、すべて国が負担（補助率：100％） 

 

２ 北海道の多子世帯の保育料軽減支援事業について（要旨） 

（１）年収 640万円未満相当世帯（国基準の第５階層）までの第２子以降の３歳未満児の保育料無償化 

（２）無償化に伴う費用負担は、北海道１/２、市１/２ 

 

３ 千歳市の子育て支援策について（要旨） 

（１）市町村民税非課税世帯の保育料を、国の第２子以降無償化の制度改正に併せ、第１子も含め完全無償化 

 

４ 実施の方法について 

（１）国・北海道・市の全てについて、平成 29年 4月 1日から適用 

（２）還付手続きは、8月までに確定し、対象者に通知予定 









＜事業の内容＞

5

市民税非課税世帯

保育料完全無償化

千歳市の子育て支援策について

  本市においては、“子育てするなら、千歳市”をキャッチフレーズに子育て世帯を支援する
様々な施策を推進しているなか、市の独自の子育て施策として、子育て世帯のうち、市町村民税
非課税世帯の保育料の完全無償化を図り支援を強化する。

＜事業の概要＞

＜事業の目的＞

  市町村民税非課税世帯の保育料を、国の
第２子以降無償化の制度改正に併せ、第１
子も含め完全無償化する。
【目的】
■経済的な負担の軽減
■就労機会の拡大
■こどもの貧困からの脱却
■安心してこどもを産み育てられる環境
　づくり
　　　　　　　　　　　の更なる推進

　変更の要旨
■１号認定の「市民税非課税世帯」及び
「市民税均等割の額のみ課税世帯」

 現行 1,500円　        → 軽減後０円

■２号・３号認定市民税非課税世帯

 現行 2,900円～4,400円 → 軽減後０円

■施行期日  　平成29年４月１日




